
神戸市下水道条例施行規則の一部改正案について（概要） 

 

１．改正の背景 

本市の下水処理区域内の事業場は、下水道法（昭和 33年法律第 79号。以下「法」とい

う。）及び神戸市下水道条例（昭和 50年 10月条例第 40号。以下「条例」という。）によ

る水質規制を受けています。また、下水処理場は水質汚濁防止法による水質規制を受けて

います。 

下水処理区域内の事業場に係る規制対象物質のうち、健康項目及び環境項目にあたる

物質の排除基準は下水処理場に係る基準がそのまま適用されるため、水質汚濁防止法（昭

和 45年法律第 138号）に基づく一般排水基準が適用されています。 

 下水処理場に係る基準を定めている水質汚濁防止法では、改正により基準が強化され

た場合に、直ちに一般排水基準を達成することが技術的に困難な業種とされる特定事業

場に対して、期間を定めて緩やかな基準（暫定排水基準）を適用しています。しかし、条

例に基づく水質規制では、一般排水基準が適用されるため、暫定排水基準が適用されてい

る業種に対して、法よりも厳しい基準が適用されることとなります。そのため、神戸市下

水道条例施行規則第 9 条の 2 の規定により、特定の業種に対して、該当する物質を条例

に基づく規制から除外しています。 

 今回、下水道法施行令の一部を改正する政令及び水質汚濁防止法施行規則等の一部を

改正する省令により、六価クロム化合物の一般排水基準が 0.5mg/L から 0.2mg/L に強化

されました。これに伴い、電気めっき業に対して、新たに六価クロム化合物の暫定排水基

準が追加され、その基準は省令の施行日から３年間は 0.5mg/Lとなります。しかし、現行

の条例に基づく規制では、電気めっき業に対して、六価クロム化合物の暫定排水基準を適

用することができません。そのため、今回の改正で電気めっき業に対する六価クロム化合

物の規制を条例に基づく規制から除外します。 

 また、亜鉛及びその化合物、カドミウム及びその化合物、1,4-ジオキサンについて、特

定業種に対する暫定排水基準が設定されていましたが、当該暫定排水基準の適用期間が

満了したことに伴い、条例に基づく規制の対象外としている業種から、当該業種・物質を

削除します。 

 その他、申請書・届出書の文言整理を行います。 

 

２．改正の内容 

 ①暫定基準 

 神戸市下水道条例施行規則第 9 条の 2 に掲げる表で規定する、「施行令第 9 条の 10 に

規定する基準を適用しない物質」に対し、下記の場合における物質を削除・追加します。 

 

 

 

 



追加する物質 

規則で定める場合 規則で定める物質 

電気めつき業を営む工場又は事業場から汚

水を公共下水道に排除する場合 

六価クロム化合物 

 

削除する物質 

規則で定める場合 規則で定める物質 

金属鉱業を営む工場又は事業場から汚水を

公共下水道に排除する場合 

亜鉛及びその化合物、カドミウム及び

その化合物 

エチレンオキサイド製造業又はエチレング

リコール製造業を営む工場又は事業場から

汚水を公共下水道に排除する場合 

1，4―ジオキサン 

 

 ②申請書・届出書の見直し 

・排水設備設置義務免除申請書（様式第７号） 

 令和４年度、「排水設備設置義務の免除に関する事務取扱要領」を一部改正し、免除汚

水の種類に「水道水」「工業用水」「井戸水」「海水」を明記しました。しかし、排水設備

設置義務免除申請書（様式第７号）の使用水に「工業用水」「海水」が記載されていない

ため、文言を追加します。 

・排水管理責任者選任（変更）届（様式第 11号） 

 また、令和５年度より、排水管理責任者資格認定講習の申込書に記載を求めていた生

年月日を不要としました。これより、排水管理責任者選任（変更）届（様式第 11号）に

記載していた生年月日欄を削除するなど、様式を一部変更します。 

 その他、以下の届出書について、使用していない項目を削除し、文言整理を行います。 

・除害施設氏名等変更届（様式第 10号） 

・除害施設使用廃止届（様式第 10号の２） 

・除害施設承継届（様式第 10号の３） 

 

３．施行期日（予定） 

  令和６年 10月１日 

 

４．通知文書 

 下水道法施行令の一部を改正する政令（令和６年１月４日国土交通省令第二号） 

 水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令（令和６年１月 25日環境省令第四号） 

 亜鉛含有量並びにカドミウム及びその化合物の暫定排水基準の見直しについて（環水大

水発第 2109162号 令和３年９月 24日） 

 1,4-ジオキサンの暫定排水基準の見直しについて（環水大水発第 2103261 号 令和３年

３月 26日） 



政
令
第

号

下
水
道
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
下
水
道
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
八
条
（
同
法
第
二
十
五
条
の
三
十
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
、
第
十
二
条
の
二
第
一
項
及
び
第
十
二
条
の
十
一
第
一
項
第
二
号
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
第
二
十
五
条
の
三
十

第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
二
十
二
条
（
同
法
第
二
十
五
条
の
三
十
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

下
水
道
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
百
四
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
一
項
中
「
そ
れ
ぞ
れ
」
を
削
り
、
同
項
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

大
腸
菌
数

一
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
八
百
コ
ロ
ニ
ー
形
成
単
位
以
下

第
六
条
第
二
項
中
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
る
。

第
九
条
の
四
第
一
項
中
「
そ
れ
ぞ
れ
」
を
削
り
、
同
項
第
五
号
中
「
〇
・
五
ミ
リ
グ
ラ
ム
」
を
「
〇
・
二
ミ
リ
グ
ラ
ム
」
に

改
め
る
。

第
九
条
の
十
一
第
一
項
中
「
の
規
定
に
よ
る
条
例
は
、
」
を
「
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
同
号
の
条
例
に
お
い

下水道法施行令の一部を改正する政令



て
」
に
、
「
も
の
と
し
、
そ
の
水
質
は
、
そ
れ
ぞ
れ
」
を
「
こ
と
及
び
当
該
水
質
の
基
準
が
」
に
改
め
、
「
な
ら
な
い
」
の
下

に
「
こ
と
と
す
る
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
中
「
当
該
各
号
」
を
「
こ
れ
ら
の
号
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
中
「
第
九
条
の
四

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
物
質
以
外
の
物
質
又
は
」
を
削
り
、
「
の
項
目
」
の
下
に
「
又
は
第
九
条
の
四
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る

物
質
以
外
の
物
質
」
を
加
え
、
「
大
腸
菌
群
数
」
を
「
大
腸
菌
数
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
そ
れ
ぞ
れ
」
を
削
る
。

第
十
五
条
中
「
の
と
お
り
」
を
「
に
掲
げ
る
も
の
」
に
改
め
、
同
条
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
に
よ
る
大
学
（
短
期
大
学
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
十
五
条

の
三
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
土
木
工
学
科
、
衛
生
工
学
科
若
し
く
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
課
程
に
お
い
て
下
水
道
工
学
に

関
す
る
学
科
目
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
又
は
旧
大
学
令
（
大
正
七
年
勅
令
第
三
百
八
十
八
号
）
に
よ
る
大
学
に
お
い
て
土

木
工
学
科
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
で
あ
つ
て
、
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

計
画
設
計
（
事
業
計
画
に
定
め
る
べ
き
事
項
に
関
す
る
基
本
的
な
設
計
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

を
行
わ
せ
る
場
合

五
年
以
上
下
水
道
、
上
水
道
、
工
業
用
水
道
、
河
川
、
道
路
そ
の
他
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
施

設
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
下
水
道
等
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
、
か
つ
、
二
年
六
月
以



上
下
水
道
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者

ロ

処
理
施
設
又
は
ポ
ン
プ
施
設
に
係
る
実
施
設
計
（
計
画
設
計
に
基
づ
く
具
体
的
な
設
計
を
い
う
。
ハ
に
お
い
て
同

じ
。
）
又
は
工
事
の
監
督
管
理
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
処
理
施
設
又
は
ポ
ン
プ
施
設
に
係
る
監
督
管
理
等
」
と
い

う
。
）
を
行
わ
せ
る
場
合

二
年
以
上
下
水
道
等
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
、
か
つ
、
一
年
以
上
下
水
道
に

関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者

ハ

排
水
施
設
に
係
る
実
施
設
計
又
は
工
事
の
監
督
管
理
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
排
水
施
設
に
係
る
監
督
管
理
等
」

と
い
う
。
）
を
行
わ
せ
る
場
合

一
年
以
上
下
水
道
等
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
、
か
つ
、
六
月
以
上
下
水

道
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者

二

学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
の
土
木
工
学
科
、
衛
生
工
学
科
、
電
気
工
学
科
、
機
械
工
学
科
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
課

程
に
お
い
て
下
水
道
工
学
に
関
す
る
学
科
目
以
外
の
学
科
目
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
で
あ
つ
て
、
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ

る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

計
画
設
計
を
行
わ
せ
る
場
合

六
年
以
上
下
水
道
等
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
、
か
つ
、
三
年
以
上
下
水

道
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者



ロ

処
理
施
設
又
は
ポ
ン
プ
施
設
に
係
る
監
督
管
理
等
を
行
わ
せ
る
場
合

三
年
以
上
下
水
道
等
に
関
す
る
技
術
上
の
実

務
に
従
事
し
、
か
つ
、
一
年
六
月
以
上
下
水
道
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者

ハ

排
水
施
設
に
係
る
監
督
管
理
等
を
行
わ
せ
る
場
合

一
年
六
月
以
上
下
水
道
等
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事

し
、
か
つ
、
一
年
以
上
下
水
道
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者

三

学
校
教
育
法
に
よ
る
短
期
大
学
（
同
法
に
よ
る
専
門
職
大
学
の
前
期
課
程
を
含
む
。
第
十
五
条
の
三
第
三
号
に
お
い
て

同
じ
。
）
若
し
く
は
高
等
専
門
学
校
又
は
旧
専
門
学
校
令
（
明
治
三
十
六
年
勅
令
第
六
十
一
号
）
に
よ
る
専
門
学
校
に
お

い
て
土
木
科
、
電
気
科
、
機
械
科
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
（
同
法
に
よ
る
専
門
職
大
学
の

前
期
課
程
に
あ
つ
て
は
、
修
了
し
た
者
。
同
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
つ
て
、
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

計
画
設
計
を
行
わ
せ
る
場
合

八
年
以
上
下
水
道
等
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
、
か
つ
、
四
年
以
上
下
水

道
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者

ロ

処
理
施
設
又
は
ポ
ン
プ
施
設
に
係
る
監
督
管
理
等
を
行
わ
せ
る
場
合

五
年
以
上
下
水
道
等
に
関
す
る
技
術
上
の
実

務
に
従
事
し
、
か
つ
、
二
年
六
月
以
上
下
水
道
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者



ハ

排
水
施
設
に
係
る
監
督
管
理
等
を
行
わ
せ
る
場
合

二
年
六
月
以
上
下
水
道
等
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事

し
、
か
つ
、
一
年
六
月
以
上
下
水
道
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者

四

学
校
教
育
法
に
よ
る
高
等
学
校
若
し
く
は
中
等
教
育
学
校
又
は
旧
中
等
学
校
令
（
昭
和
十
八
年
勅
令
第
三
十
六
号
）
に

よ
る
中
等
学
校
に
お
い
て
土
木
科
、
電
気
科
、
機
械
科
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
で
あ
つ

て
、
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

計
画
設
計
を
行
わ
せ
る
場
合

十
年
以
上
下
水
道
等
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
、
か
つ
、
五
年
以
上
下
水

道
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者

ロ

処
理
施
設
又
は
ポ
ン
プ
施
設
に
係
る
監
督
管
理
等
を
行
わ
せ
る
場
合

七
年
以
上
下
水
道
等
に
関
す
る
技
術
上
の
実

務
に
従
事
し
、
か
つ
、
三
年
六
月
以
上
下
水
道
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者

ハ

排
水
施
設
に
係
る
監
督
管
理
等
を
行
わ
せ
る
場
合

三
年
六
月
以
上
下
水
道
等
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事

し
、
か
つ
、
二
年
以
上
下
水
道
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者

五

日
本
下
水
道
事
業
団
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
七
年
政
令
第
二
百
八
十
六
号
）
第
四
条
第
一
項
の
第
一
種
技
術
検
定
に
合

格
し
た
者
で
あ
つ
て
、
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
も
の
で
あ



る
こ
と
。

イ

計
画
設
計
を
行
わ
せ
る
場
合

三
年
以
上
下
水
道
等
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
、
か
つ
、
六
月
以
上
下
水

道
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者

ロ

処
理
施
設
又
は
ポ
ン
プ
施
設
に
係
る
監
督
管
理
等
を
行
わ
せ
る
場
合

二
年
以
上
下
水
道
等
に
関
す
る
技
術
上
の
実

務
に
従
事
し
、
か
つ
、
六
月
以
上
下
水
道
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者

ハ

排
水
施
設
に
係
る
監
督
管
理
等
を
行
わ
せ
る
場
合

一
年
以
上
下
水
道
等
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経

験
を
有
す
る
者

六

日
本
下
水
道
事
業
団
法
施
行
令
第
四
条
第
一
項
の
第
二
種
技
術
検
定
に
合
格
し
た
者
で
あ
つ
て
、
前
号
ロ
又
は
ハ
に
掲

げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
号
ロ
又
は
ハ
に
定
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

七

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
の
規
定
に
よ
る
土
木
施
工
管
理
に
係
る
一
級
の
第
二
次
検
定
に
合
格
し
た

者
で
あ
つ
て
、
第
二
号
ロ
又
は
ハ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
号
ロ
又
は
ハ
に
定
め
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。

八

技
術
士
法
（
昭
和
五
十
八
年
法
律
第
二
十
五
号
）
の
規
定
に
よ
る
第
二
次
試
験
の
う
ち
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
技
術



部
門
に
合
格
し
た
者
（
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
選
択
科
目
を
選
択
し
た
者
に
限
る
。
）
で
あ
る
こ
と
。

九

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
者
で
あ

る
こ
と
。

イ

処
理
施
設
又
は
ポ
ン
プ
施
設
に
係
る
監
督
管
理
等
を
行
わ
せ
る
場
合

十
年
以
上
下
水
道
等
の
工
事
に
関
す
る
技
術

上
の
実
務
に
従
事
し
、
か
つ
、
五
年
以
上
下
水
道
の
工
事
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者

ロ

排
水
施
設
に
係
る
監
督
管
理
等
を
行
わ
せ
る
場
合

五
年
以
上
下
水
道
等
の
工
事
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事

し
、
か
つ
、
二
年
六
月
以
上
下
水
道
の
工
事
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者

十

国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
各
号
に
規
定
す
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
と
認
め

ら
れ
る
者
で
あ
る
こ
と
。

第
十
五
条
の
三
中
「
の
と
お
り
」
を
「
に
掲
げ
る
も
の
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
後
、
又
は
」
を
「
者
又
は
」
に
、

「
後
、
二
年
」
を
「
者
で
あ
つ
て
、
二
年
」
に
、
「
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者
（
」
を
「
従
事
し
、
か
つ
、
」
に
、
「
者
に

限
る
。
）
」
を
「
も
の
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
衛
生
工
学
科
」
の
下
に
「
、
電
気
工
学
科
、
機
械
工
学
科
」
を
加
え
、

「
後
、
」
を
「
者
で
あ
つ
て
、
」
に
、
「
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者
（
」
を
「
従
事
し
、
か
つ
、
」
に
、
「
者
に
限



る
。
）
」
を
「
も
の
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
及
び
第
四
号
中
「
又
は
こ
れ
」
を
「
、
電
気
科
、
機
械
科
又
は
こ
れ
ら
」
に
、

「
後
、
」
を
「
者
で
あ
つ
て
、
」
に
、
「
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者
（
」
を
「
従
事
し
、
か
つ
、
」
に
、
「
者
に
限

る
。
）
」
を
「
も
の
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
及
び
第
六
号
を
削
り
、
同
条
第
七
号
中
「
者
で
」
を
「
者
で
あ
つ
て
」
に
改

め
、
同
号
を
同
条
第
五
号
と
し
、
同
条
第
八
号
中
「
技
術
士
法
」
の
下
に
「
の
規
定
」
を
加
え
、
同
号
を
同
条
第
六
号
と
し
、

同
条
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

七

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
十
年
以
上
下
水
道
等
の
維
持
管
理
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
、
か
つ
、
五

年
以
上
下
水
道
の
維
持
管
理
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

八

国
土
交
通
省
令
・
環
境
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
各
号
に
規
定
す
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
技
能
を
有

す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
る
こ
と
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
六
条
の
改
正
規
定
及
び
第
九
条
の
十
一
の
改
正
規
定

は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



理

由

公
共
下
水
道
又
は
流
域
下
水
道
か
ら
の
放
流
水
の
水
質
の
技
術
上
の
基
準
及
び
特
定
事
業
場
か
ら
排
除
さ
れ
る
下
水
の
水
質

の
基
準
を
改
め
る
と
と
も
に
、
公
共
下
水
道
又
は
流
域
下
水
道
の
設
計
、
工
事
の
監
督
管
理
又
は
維
持
管
理
を
行
う
者
の
資
格

要
件
を
緩
和
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。



  

1 

○
環
境
省
令
第
四
号 

の
三
第
一
項
及
び
第
二
十

七
条
の
規
定
に
基

水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定

 

令
和
六
年
一
月
二
十
五
日 

環
境
大
臣 

伊
藤
信
太
郎 

水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令 

の
 

第
一
条 

水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
規
則

昭
和
四
十
六
年
総 

理 

府

通
商
産
業
省
令
第
二
号

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

 

次
の
表

改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る

 

改 
 

 
 

 
 

 

正 
 

 
 

 
 

 

後 

改 
 

 
 

 
 

 

正 
 

 
 

 
 

 

前 

水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令



  

2 

排
水
基
準
を
定
め
る
省
令
の
一
部
改
正

 

第
二
条 

排
水
基
準
を
定
め
る
省
令

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

 

次
の
表

改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め

 

別
表
第
二

第
九
条
の
三
関
係

 

有
害
物
質
の
種
類 

基 

準 

値 

 

六
価
ク
ロ
ム
化
合
物 

 

略

 

 

一

に
つ
き
六
価
ク
ロ
ム 

〇
・
〇
二
ミ
リ
グ
ラ
ム 

略

 

備
考 

 

 
 

 

別
表
第
二

第
九
条
の
三
関
係

 

有
害
物
質
の
種
類 

基 

準 

値 

略

 

六
価
ク
ロ
ム
化
合
物 

 

略

 

略

 

一

ト
ル
に
つ
き
六
価
ク
ロ
ム 

〇
・
〇
五
ミ
リ
グ
ラ
ム 

略

 

備
考 

 

 
 

 



  

3 

改 
 

 
 

 
 

 

正 
 

 
 

 
 

 

後 

改 
 

 
 

 
 

 

正 
 

 
 

 
 

 
 

前 
別
表
第
一

第
一
条
関
係

 
有
害
物
質
の
種
類 

許
容
限
度 

略

 

六
価
ク
ロ
ム
化
合
物 

 

略

 

略

 

一

に
つ
き
六
価
ク
ロ
ム 

〇
・
二
ミ
リ
グ
ラ
ム 

略

 

備
考 

 
 

別
表
第
一

第
一
条
関
係

 

有
害
物
質
の
種
類 

許
容
限
度 

略

 

六
価
ク
ロ
ム
化
合
物 

 

略

 

略

 

一

に
つ
き
六
価
ク
ロ
ム 

〇
・
五
ミ
リ
グ
ラ
ム 

略

 

備
考 

 
 

 
 

別
表
第
二

第
一
条
関
係

 

項
目 

許
容
限
度 

別
表
第
二

第
一
条
関
係

 

項
目 

許
容
限
度 



  

4 

附 

則 

施
行
期
日

 

第
一
条 

こ
の
省
令

令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

第
二
条
別
表
第
二
の
改
正
規
定

令
和

七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る

 

経
過
措
置

 

略
 

大
腸
菌
数 

単
位 

一

に

つ
き

形
成
単
位

 

略

 

略

 

日
間
平
均
八
〇
〇 

  

略

 

備
考 

 

 
 

 

略

 

大
腸
菌
群
数 

単
位 

一
立
方

ト
ル
に
つ
き
個

 

略

 

略

 

日
間
平
均
三

〇
〇
〇 

  

略

 

備
考 

 
 



  

5 

第
二
条 

附
則
別
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
有
害
物
質
の
種
類
に
つ
き
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
業
種
に
属
す
る
特
定
事
業
場

水
質
汚
濁
防
止
法

第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
特
定
事
業
場

以
下
同 

公
共
用
水
域
に
排
出
さ
れ
る

の
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
排

水
基
準

に

省
令
の
施
行
の
日
か
ら
三
年
間

省
令
に
よ
る

改
正
後
の
排
水
基
準
を
定
め
る

後
の

第
一
条
の
規
定

れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る

 

２ 

前
項
の
規
定
の
適
用

当
該
特
定
事
業
場
に
係
る
汚
水
等
を
処
理
す
る
事
業
場

当
該

特
定
事
業
場
の
属
す
る
業
種
に
属

 

３ 

第
一
項
に
規
定
す
る
排
水
基
準

改
正
後
の
省
令
第
二
条
の
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
検
定
し
た
場
合

に
お
け
る
検
出
値
に
よ
る
も

 

第
三
条 

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
設
置
さ
れ
て
い
る
法
第
二
条
第
二
項
の

の
工
事
が
な
さ
れ
て

い
る
施
設
を
含

設
置
す
る
特
定
事
業
場
の
排
出
水
の
六
価
ク
ロ
ム
化
合
物
に
つ
い
て
の
排
水
基
準

の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら

が



  

6 

別
表
第
三
に
掲
げ
る
施
設
で
あ
る
場
合

改
正
後
の
省
令
第
一
条
及
び
前
条
の
規
定

に
か
か
わ

従
前
の
例

 

第
四
条 
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
前
条
に
お
い
て
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け

る
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用

従
前
の
例

 

附
則
別
表 

有
害
物
質
の
種
類 

業 

種 

許
容
限
度 

六
価
ク
ロ
ム
化
合
物 

 

一

に
つ
き
ミ
リ
グ
ラ

 
電
気

業 

〇
・
五 

備
考 

中
欄
に
掲
げ
る
業
種
に
属
す
る

に
規
定
す
る
特
定
事
業
場

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

同
時
に
中
欄
に
掲
げ
る
業
種
以
外
の
業
種
に
も
属
す
る
場
合

当
該
特
定
事
業
場
か
ら
排
出
さ
れ
る
排
出
水
の
六
価
ク
ロ
ム
化
合

物
に
係
る
排
出
基
準

下
欄
に
掲
げ
る
も
の
を
適
用

 

 



環 水 大 水 発 第 2 1 0 9 1 6 2 号 

令 和 ３ 年 ９ 月 2 4 日 

都 道 府 県 知 事 

殿 

水質汚濁防止法政令市長 

環境省水・大気環境局長 

（ 公 印 省 略 ） 

亜鉛含有量並びにカドミウム及びその化合物の暫定排水基準の見直しについて 

亜鉛含有量（以下「亜鉛」という。）については、排水基準を定める省令等の一部

を改正する省令（平成 18 年環境省令第 33 号)附則第２条において暫定的な排水基準

（以下「暫定排水基準」という。）を設定しており、その適用期間は令和３年 12月 10

日までとなっている。また、カドミウム及びその化合物（以下「カドミウム」という。）

については、水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令（平成 26 年環境省令

第 30 号）附則第２条において暫定排水基準を設定しており、その適用期間は令和３

年 11月 30日までとなっている。 

 今般、現行の亜鉛及びカドミウムの暫定排水基準の対象業種（それぞれ３業種、１

業種）について、現時点における各業種の排水濃度の実態及び適用可能な処理技術等

に照らし、排水基準を定める省令（昭和 46年総理府令第 35号）第１条に規定する排

水基準（以下「一般排水基準」という。）への対応の可否を確認したところ、亜鉛の

対象業種のうち２業種及びカドミウムの対象業種１業種については一般排水基準を

達成できる見込みであると判断されたことから、それぞれ令和３年 12月 11日、同年

12月 1日以降は一般排水基準に移行することとした。一方、亜鉛の対象業種のうち１

業種については、基準値を強化の上で適用期間を令和６年 12月 10日まで延長するこ

ととした。 

 このため、排水基準を定める省令等の一部を改正する省令の一部を改正する省令

（令和３年環境省令第 15 号。以下「改正省令」という。）を令和３年９月 24 日に公

布し、亜鉛に係る暫定排水基準の見直しの規定について同年 12月 11日から施行する

こととした。 

ついては、貴職におかれては、下記の事項に留意の上、改正省令の円滑かつ適切な

運用を図られるようお願いする。 

 なお、本通知は、地方自治法(昭和 22年法律第 67号)第 245条の４第１項の規定に

基づく技術的な助言であることを申し添える。 

亜鉛含有量並びにカドミウム及びその化合物の暫定排水基準の見直しについて



記 

１．措置の内容 

亜鉛に係る暫定排水基準が適用されている３業種のうち１業種（電気めっき業）

について、暫定排水基準を５mg/L から４mg/L に強化の上、適用期間を令和６年 12

月 10日まで延長した（他の２業種は一般排水基準へ移行）。 

対 象 業 種：電気めっき業 

暫定排水基準：４mg/L 

適 用 期 間：改正省令施行の日から３年間（令和６年 12月 10日まで） 

 

２．暫定排水基準が適用される特定事業場について 

  改正省令の施行に当たっては、暫定排水基準が適用される特定事業場の取扱いに

ついて以下の事項に十分留意されたい。 

 

亜鉛に係る暫定排水基準が適用される業種に属する特定事業場が同時に暫定排

水基準が適用される業種以外の業種にも属する場合には、暫定排水基準を適用する

こととしている（排水基準を定める省令等の一部を改正する省令（平成 18 年環境

省令第 33号）附則別表備考）。 

 

３．暫定排水基準の適用事業場に対する指導について 

暫定排水基準は、一般排水基準への対応が技術的に困難な業種に対して、時限つ

きで暫定的に認めている基準値である。改正省令による改正後の暫定排水基準及び

その他の暫定排水基準が適用されている特定事業場に対して、各適用期間終了後に

一般排水基準に対応することができるよう、必要な指導等をお願いする。 
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令 和 ３ 年 ３ 月 2 6 日 

都 道 府 県 知 事 

殿 

水質汚濁防止法政令市長 

環境省水・大気環境局長

（ 公  印  省  略 ）

1,4-ジオキサンの暫定排水基準の見直しについて 

1,4-ジオキサンについては、現在、排水基準を定める省令の一部を改正する省令（平

成 24 年環境省令第 15 号。以下「省令」という。）附則第２条において暫定的な排水

基準（以下「暫定排水基準」という。）が設定されており、その適用期間が令和３年

５月 24日までとなっているところである。 

現行の暫定排水基準の対象業種（エチレンオキサイド製造業及びエチレングリコー

ル製造業）について、現時点における各業種の排水濃度の実態及び適用可能な処理技

術等に照らし、排水基準を定める省令（昭和 46年総理府令第 35号）第１条に規定す

る排水基準（以下「一般排水基準」という。）への対応の見込みを確認したところ、

当該対象業種においても一般排水基準を達成できる見込みであると判断されたこと

から、省令附則第２条における暫定排水基準の適用については令和３年５月 24 日ま

でとし、同年５月 25日以降は一般排水基準に移行することとした。 

ついては、貴職におかれては、この点に十分御留意の上、水質汚濁防止法の円滑か

つ適切な運用を図られるようお願いする。 

 なお、本通知は、地方自治法(昭和 22年法律第 67号)第 245条の４第１項の規定に

基づく技術的な助言であることを申し添える。 

1,4-ジオキサンの暫定排水基準の見直しについて
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